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【 請 求 項 １ 】
　 送 信 さ れ て き た コ ン テ ン ツ を 受 信 し て 蓄 積 す る 受 信 装 置 で あ っ て 、
　 現 在 蓄 積 さ れ て い る 前 記 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ る か 否 か を 判 定 す る コ ン テ ン ツ 判 定 手
段 と 、
　 既 に 蓄 積 さ れ た 元 コ ン テ ン ツ に 対 応 す る 更 新 コ ン テ ン ツ を 受 信 し た 場 合 に 、 受 信 し た 更
新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 蓄 積 す る 制 御 を 行 う 蓄 積 制 御 手 段 と 、
　 前 記 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 の 場 合 に は 、 当 該 使 用 が 終 了 し た 後 で 前 記 元 コ ン テ ン ツ を 前
記 更 新 コ ン テ ン ツ と 置 き 換 え る 制 御 を 行 う 置 換 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　 前 記 蓄 積 制 御 手 段 は 、 当 該 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ る と 判 定 さ れ れ ば 、 受 信 し た 更 新
コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 記 録 し 、
　 前 記 置 換 制 御 手 段 は 、 元 コ ン テ ン ツ の 使 用 終 了 後 に 、 記 録 し た 更 新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン
テ ン ツ と 置 き 換 え る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ３ 】
　
　 前 記 置 換 制 御 手 段 は 、 更 新 コ ン テ ン ツ 受 信 時 に 、 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で な け れ ば 、 受
信 し た 更 新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ に 上 書 き 記 録 し て 、 更 新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ
と 置 き 換 え る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ４ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 判 定 手 段 は 、 既 に 蓄 積 済 み の 元 コ ン テ ン ツ に 対 す る 更 新 コ ン テ ン ツ を 受
信 し た 場 合 に 、 当 該 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で な く と も 、 当 該 元 コ ン テ ン ツ に 関 連 づ け ら れ
た 他 の 蓄 積 済 み コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ る 場 合 に は 、 当 該 元 コ ン テ ン ツ を 使 用 中 で あ る と
判 定 す る こ と を 特 徴 と す る も の 。
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【 請 求 項 ５ 】
　 の い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 判 定 手 段 は 、 さ ら に 、 受 信 し た コ ン テ ン ツ が 緊 急 コ ン テ ン ツ で あ る か 否
か も 判 定 す る も の で あ り 、
　 前 記 受 信 し た コ ン テ ン ツ が 緊 急 コ ン テ ン ツ と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 現 在 使 用 中 の コ ン テ
ン ツ の 使 用 を 中 止 し 、 緊 急 コ ン テ ン ツ を 使 用 で き る よ う に す る コ ン テ ン ツ 使 用 制 御 手 段 を
さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ６ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 更 新 コ ン テ ン ツ を 受 信 し た 際 に 、 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、
当 該 元 コ ン テ ン ツ が 更 新 さ れ た 旨 の 表 示 を 行 う 更 新 表 示 制 御 手 段 を 、 さ ら に 備 え た こ と を
特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ７ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 判 定 手 段 は 、 さ ら に 、 受 信 し た 更 新 コ ン テ ン ツ が 、 既 に 蓄 積 済 で あ る か
否 か も 判 定 す る も の で あ り 、
　 前 記 蓄 積 制 御 手 段 は 、 前 記 更 新 コ ン テ ン ツ が 既 に 蓄 積 済 み で あ る と 判 断 さ れ た 場 合 に は
、 当 該 更 新 コ ン テ ン ツ の 蓄 積 処 理 を 行 わ な い こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ８ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 ポ ー タ ル 用 以 外 の 前 記 コ ン テ ン ツ 間 で の 参 照 を 行 わ な い よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ９ 】
　 受 信 装 置 に お い て 、
　 ポ ー タ ル 用 以 外 の 前 記 コ ン テ ン ツ 間 で の リ ン ク を 許 容 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を
特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 蓄 積 制 御 手 段 は 、 更 新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 蓄 積 す る た め の ２ つ の バ
ッ フ ァ を 有 す る 蓄 積 装 置 を 制 御 す る も の で あ り 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 判 定 手 段 は 、 一 方 の バ ッ フ ァ に 蓄 積 さ れ た コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ る こ
と を 検 出 し た 場 合 に は 、 他 方 の バ ッ フ ァ に 蓄 積 さ れ た コ ン テ ン ツ は 使 用 中 で な い と 判 定 す
る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 更 新 コ ン テ ン ツ を 前 記 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 蓄 積 す る た め の バ ッ フ ァ を 前 記 コ ン テ
ン ツ の 最 大 容 量 の ２ 倍 以 上 備 え る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 い ず れ か の 受 信 装 置 に お い て 、
　 前 記 更 新 コ ン テ ン ツ を 前 記 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 保 存 す る た め の バ ッ フ ァ 領 域 を 、 前 記
コ ン テ ン ツ の 最 大 容 量 の ２ 倍 と 、 前 記 コ ン テ ン ツ の う ち で 最 初 に 用 い ら れ る コ ン テ ン ツ の
最 大 容 量 と の 和 以 上 備 え る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 送 信 さ れ て き た コ ン テ ン ツ を 受 信 し て 蓄 積 す る 受 信 装 置 を 制 御 す る た め の プ ロ グ ラ ム で
あ っ て 、
　 既 に 蓄 積 済 み の 元 コ ン テ ン ツ に 対 す る 更 新 コ ン テ ン ツ を 受 信 し た 場 合 に 、 受 信 し た 更 新
コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ と は 別 に 蓄 積 し 、 当 該 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中 で あ れ ば 、 元 コ ン
テ ン ツ の 使 用 終 了 後 に 蓄 積 し た 更 新 コ ン テ ン ツ を 元 コ ン テ ン ツ と 置 き 換 え る よ う 制 御 す る
プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
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　 プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 送 信 装 置 か ら 送 信 し た コ ン テ ン ツ を 受 信 装 置 の 側 で 蓄 積 し て 使 用 す る 通 信 方 式 に 用 い る
送 信 装 置 で あ っ て 、
　 コ ン テ ン ツ 送 信 の 際 に 、 受 信 装 置 の 側 で 蓄 積 す べ き 場 所 を 示 す デ ィ レ ク ト リ 情 報 を コ ン
テ ン ツ と と も に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 送 信 側 か ら コ ン テ ン ツ を 送 信 し 、 受 信 側 に お い て こ れ を 受 信 し て 蓄 積 し て 使 用 す る 通 信
方 法 で あ っ て 、
　 送 信 側 か ら は 、 既 に 送 信 し た コ ン テ ン ツ に 置 き 換 え て 使 用 す る こ と を 意 図 し た 更 新 コ ン
テ ン ツ を 送 信 し 、
　 受 信 側 で は 、 既 に 蓄 積 済 み の コ ン テ ン ツ に つ い て 更 新 コ ン テ ン ツ が 送 信 さ れ て き た 場 合
、 元 コ ン テ ン ツ と 別 に 更 新 コ ン テ ン ツ を 蓄 積 し 、 当 該 更 新 コ ン テ ン ツ に 対 応 す る 元 コ ン テ
ン ツ が 使 用 中 で あ る と き に は 、 元 コ ン テ ン ツ の 使 用 終 了 後 に 元 コ ン テ ン ツ を 蓄 積 し た 更 新
コ ン テ ン ツ と 置 き 換 え 、 更 新 コ ン テ ン ツ を 使 用 可 能 と す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 送 信 さ れ て き た コ ン テ ン ツ を 受 信 し て 蓄 積 す る 受 信 蓄 積 方 法 で あ っ て 、
　 既 に 蓄 積 済 み の コ ン テ ン ツ に つ い て 更 新 コ ン テ ン ツ が 送 信 さ れ て き た 場 合 、 元 コ ン テ ン
ツ と 別 に 更 新 コ ン テ ン ツ を 蓄 積 し 、 当 該 更 新 コ ン テ ン ツ に 対 応 す る 元 コ ン テ ン ツ が 使 用 中
で あ る と き に は 、 元 コ ン テ ン ツ の 使 用 終 了 後 に 元 コ ン テ ン ツ を 蓄 積 し た 更 新 コ ン テ ン ツ と
置 き 換 え る こ と を 特 徴 と す る 受 信 蓄 積 方 法 。
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